
介　護　報　酬　の　算　定　構　造　の　イ　メ　ー　ジ

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ホ　基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費



　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入院患
者の数の合
計数が入院
患者の定員
を超える場合 又

は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

又
は

看護師が基
準に定められ
た看護職員
の員数に
20/100を乗
じて得た数未
満の場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
で、医師の数
が基準に定め
られた医師の
員数に
60/100を乗
じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの以
外で、医師の
数が基準に
定められた医
師の員数に
60/100を乗
じて得た数未
満である場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

施設基準の
区分による療
養環境減算

医師の配置
について医療
法施行規則
第４９条の規
定が適用され
ている場合

夜勤を行う職
員の勤務条
件に関する基
準の区分によ
る加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ５３４ 単位）

要支援２ （ ６６７ 単位）

要支援１ （ ６１８ 単位）

要支援２ （ ７７２ 単位）

要支援１ （ ４９８ 単位）

要支援２ （ ６２２ 単位）

要支援１ （ ５８２ 単位）

要支援２ （ ７２７ 単位）

要支援１ （ ４７３ 単位）

要支援２ （ ５９１ 単位）

要支援１ （ ５５７ 単位）

要支援２ （ ６９６ 単位）

要支援１ （ ○○ 単位）

要支援２ （ ○○ 単位）

要支援１ （ ○○ 単位）

要支援２ （ ○○ 単位）

要支援１ （ ６２５ 単位）

要支援２ （ ７８１ 単位）

要支援１ （ ６２５ 単位）

要支援２ （ ７８１ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（２）　病院療
養病床経過
型介護予防
短期入所療
養介護費
（１日につき）

（一）　病院療養病床経過型介護予防短期入
所療養介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）　病院療養病床経過型介護予防短期入
所療養介護費（Ⅱ）
<多床室>

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（３）　ユニッ
ト型病院療
養病床介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

（二）　ユニット型病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（６）　特定診療費

（４）　栄養管
理体制加算

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

基本部分

（一）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

（１）　病院療
養病床介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

b.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（三）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

b.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

注

×９０／１００

×７０／１００－２５単位 －１２単位

×７０／１００ ×９０／１００

片道につき
＋１８４単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）
　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）
　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）
　　＋７単位

－１２単位

病院療養病床
療養環境減算
(Ⅰ)
　－２５単位

病院療養病床
療養環境減算
(Ⅱ)
　－８５単位

病院療養病床
療養環境減算
(Ⅲ)
　－１１５単位

×９７／１００

（一）　ユニット型病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

a.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

基本部分

注 注 注

利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定
められた看護職員
の員数に20/100
を乗じて得た数未
満の場合 又

は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を
乗じて得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以
外で、医師の数が
基準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じて得
た数未満である場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である場
合

利用者に対して送
迎を行う場合

（１）　認知症
疾患型介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

大
学
病
院

（一）　認知症疾患
型介護予防短期
入所療養介護費
（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

要介護１ （ ８３３ 単位）

×７０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

－１２単位

×９０／１００

片道につき
　＋１８４単位

要介護２ （ ９９３ 単位）

b.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

要介護１ （ ９４４ 単位）

要介護２ （ １,０９８ 単位）

一
般
病
院

（二）　認知症疾患
型介護予防短期
入所療養介護費
（Ⅱ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<4：1>

a.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

要支援１ （ ７６６ 単位）

要支援２ （ ９３４ 単位）

b.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

要介護１ （ ８５０ 単位）

要介護２ （ １,０３９ 単位）

（三）　認知症疾患
型介護予防短期
入所療養介護費
（Ⅲ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<5：1>

a.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

要介護１ （ ７４３ 単位）

要介護２ （ ９０６ 単位）

b.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

要介護１ （ ８２７ 単位）

要介護２ （ １,０１１ 単位）

（四）　認知症疾患
型介護予防短期
入所療養介護費
（Ⅳ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

要介護１ （ ７３０ 単位）

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

要介護２ （ ８９０ 単位）

b.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

要介護１ （ ８１４ 単位）

要介護２ （ ９９５ 単位）

（五）　認知症疾患
型介護予防短期
入所療養介護費
（Ⅴ）
<一般病院>
経過措置型

a.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

要介護１ （ ６６８ 単位）

要介護２ （ ８２８ 単位）

b.認知症疾患型介護予防
短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

要介護１ （ ７７９ 単位）

要介護２ （ ９３３ 単位）

（２）　認知症
疾患型経過
型介護予防
短期入所療
養介護費

（１日につき）

（一）認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養
介護費（Ⅰ）

<従来型個室>

要介護１ （ ○○ 単位）

要介護２ （ ○○ 単位）

（二）認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養
介護費（Ⅱ）
<多床室>

要介護１ （ ○○ 単位）

要介護２ （ ○○ 単位）

（３）　ユニット
型認知症疾
患型介護予
防短期入所
療養介護費
（１日につき）

大
学
病
院

（一）　ユニット型認
知症疾患型介護
予防短期入所療
養介護費（Ⅰ）

aユニット型.認知症疾患型
介護予防短期入所療養介
護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

要介護１ （ ９４６ 単位）

×９７／１００

要介護２ （ １,１０１ 単位）

b.ユニット型認知症疾患型
介護予防短期入所療養介
護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

要介護１ （ ９４６ 単位）

要介護２ （ １,１０１ 単位）

一
般
病
院

（二）　ユニット型認
知症疾患型介護
予防短期入所療
養介護費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
介護予防短期入所療養介
護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

要介護１ （ ８５７ 単位）

要介護２ （ １,０４８ 単位）

b.ユニット型認知症疾患型
介護予防短期入所療養介
護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

要介護１ （ ８５７ 単位）

要介護２ （ １,０４８ 単位）

（４）　栄養管理体
制加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（６）　特定診療費

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目
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